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個室ビデオ店等に係るフォローアップ調査（第３回）について 

 

 平成２０年１０月１日に発生した大阪府大阪市の個室ビデオ店の火災を受けて、類

似火災の発生を防止するため、「個室ビデオ店等に係る緊急調査及び防火対策の徹底

について」（平成２０年１０月１日付け消防予第２５５号。）及び「個室ビデオ店等に

係る防火対策の更なる徹底について」（平成２０年１０月７日付け消防予第２５７

号。）により防火対策の徹底をお願いしているところです。 

この状況について、調査を行っていたところですが、この結果は別紙のとおりとな

っており、引き続き個室ビデオ店等における防火安全対策の徹底が必要な状況である

ことから、下記のとおりフォローアップ調査(第３回)を実施することといたしました

ので、この趣旨をご理解の上、御回答をお願いします。 

また、調査に当たっては、下記の２に示す留意事項に配慮し、重点的に指導に努め

るようお願いします。 

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対し、こ

の旨周知されるようお願いします。 

なお、本通知は、消防組織法第３７条の規定に基づく助言として発出するものであ

ることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 調査について 

（１）調査対象 

防火対象物の全部又は一部を消防法施行令別表第１(２)項ニに掲げる用途に

供しているもの 

（２）調査内容 

調査様式の各項目について平成２１年６月３０日現在の状況を回答願います。 

なお、調査様式への記入については、別添記入要領を参照願います。 

（３）回答要領 

ア 消防本部（東京消防庁・各指定都市消防本部を除く。） 

調査様式に必要事項を記入の上、都道府県消防防災主管部まで回答願います。 



イ 都道府県及び東京消防庁・各指定都市消防本部 

管内消防本部からの回答をひとつのシートに取りまとめ、ファイル名を「○

○県」、「東京消防庁」又は「○○○消防本部（局）」とし、電子データにより

消防庁予防課担当へ回答願います。 

（４）回答期限 

 平成２１年７月１５日（水） 

 

２ 留意事項 

（１） 個室型店舗の潜在的な火災危険性の大きさに鑑み、消防法令違反に対して重

点的に是正指導を実施すること。改修計画書未提出等の未だ違反の是正が進ん

でいない対象物については、適切な履行期限を設定した警告、措置命令を速や

かに発するともに、特に人命危険の大きい違反対象物に対しては、使用禁止命

令等を速やかに発すること。 

（２） 消防法施行令の一部を改正する政令（平成２０年政令第２１５号）により、

平成２０年１０月１日の施行から全ての個室型店舗に自動火災報知設備の設置

が義務づけられていることを踏まえ、経過措置期間中（平成２２年３月３１日

まで）の防火対象物にあっても、その早期の設置を促進すること。その際、個

室内の感知器は煙感知器とするよう指導すること。 

（３） 設置されている自動火災報知設備についてその適正な維持管理を確認すると

ともに、必要な場合には適切な非火災報対策を併せて指導すること。 

（４） 従業員の巡回、防犯カメラの監視等により、火の不始末や放火に対する警戒

に努めるよう指導すること。 

（５） 誘導灯・誘導標識による避難経路の明示に加えて、追加的な表示等の設置、

各個室における避難経路・方向の図示、利用開始時の従業員による避難方法等

のガイダンス等により、円滑な避難の確保を図るよう指導すること。 

（６） 階段・通路等の避難経路の適切な管理を行うとともに、照明・通路幅の確保

その他避難の障害になる要素の軽減に努めるよう指導すること。 

（７） 火災時において従業員により適切な避難誘導、通報、初期消火がなされるよ

う、消防訓練の実施を徹底するとともに、特にアルバイトの従業員についても、

採用時に防火安全に係る教育や火災時の対応訓練を行うよう指導すること。 

（８） 火気管理の徹底とともに、調理油過熱防止装置付きコンロ、フード等用簡易

自動消火装置の使用、可燃物管理等に努めるよう指導すること。 

（９） 建築基準法令等の消防法令以外の防火安全に関係する法令違反等があった場

合には、関係行政機関と連携して速やかな是正等を図ること。 

 

 【連絡先】 
消防庁予防課   村井・篠木 
ＴＥＬ  ：０３－５２５３－７５２３（直通） 
ＦＡＸ  ：０３－５２５３－７５３３ 
E‐mail： h.shinoki@soumu.go.jp 
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個室ビデオ店等に係るフォローアップ調査（第2回）結果～（何らかの違反がある施設数：都道府県別集計表）
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様式1　実態調査表

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （11） （12） （13） （14）

個室ビデオ等
面積
（㎡）

個室ビデオ等
収容人員
（人）

個室ビデオ等
用途

個室ビデオ等
従前用途

宿泊サービス
の有無

　1=有り
2=無し

防火対象物
全体面積
（㎡）

防火対象物
収容人員
（人）

防火対象物
全体用途

消
火
器
具

屋
内
消
火
栓
設
備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

設
備

自
動
火
災
報
知
設
備

消
防
機
関
へ
通
報
す
る

火
災
報
知
設
備

非
常
警
報
設
備

（
器
具

）

排
煙
設
備

避
難
器
具

誘
導
灯

そ
の
他
の
消
防
用
設
備
等

防
火
管
理
者

消
防
計
画

消
防
訓
練

防
炎
規
制

消
防
用
設
備
等
点
検
報
告

防
火
対
象
物
点
検
報
告

使
用
開
始
届

そ
の
他
の
消
防
法
令
違
反

消
火
器
具

屋
内
消
火
栓
設
備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

設
備

自
動
火
災
報
知
設
備

消
防
機
関
へ
通
報
す
る

火
災
報
知
設
備

非
常
警
報
設
備

（
器
具

）

排
煙
設
備

避
難
器
具

誘
導
灯

そ
の
他
の
消
防
用
設
備
等

防
火
管
理
者

消
防
計
画

消
防
訓
練

防
炎
規
制

消
防
用
設
備
等
点
検
報
告

防
火
対
象
物
点
検
報
告

使
用
開
始
届

そ
の
他
の
消
防
法
令
違
反

消防本部名 整理番号

何らかの
消防法令
違反が
あった
施設

1=何らかの
　　違反が
ある場合

【自動計算の
ため入力の
必要なし】

防火対象物
使用状況

1=全部使用
2=一部使用

特定１階段等
　防火対象物

　1=該当
2=非該当

追加・廃止

1=追加
2=廃止

建物構造

エラーチェック　→

（9）消防用設備等 （10）防火管理等 （15）違反処理等の状況

　2=無し必要なし】 2=一部使用 　2=非該当2=廃止



別添 

個室ビデオ店等フォローアップ調査における調査様式の記入要領 

 

１ 調査の基本的な考え方 

（１）消防法施行令別表第一(２)項ニに掲げる防火対象物が報告対象となります。 

（２）前回のフォローアップ調査時は確認されていなかったが、今回のフォローアップ調査

において消防法施行令別表第一(２)項ニに掲げる防火対象物として確認、調査等した

施設があれば追記して下さい。（「追加・廃止」欄に「１」を記入） 

（３）今回のフォローアップ調査で廃止・休止等を確認した場合は、「追加・廃止」欄に「２」

を記入し、その他の項目については空欄として報告してください。 

 

２ 記入要領 

 「追加・廃止」欄（前回フォローアップ調査で報告済の対象物は入力の必要はありません。） 

   １・・・追加対象物 

   ２・・・廃止対象物 

  空欄・・・前回報告済対象物 

  

 「建物構造」の記入欄については次の区分により記入願います。 

 １ 木造建築物   ・・・柱及びはりが主として木造のものをいい、防火構造のものを

除く。 

 ２ 防火構造    ・・・屋根、外壁及び軒裏が建築基準法第２条第８号に定める構造

のものをいう。 

 ３ 準耐火建築物（木造）・・建築基準法第２条第９号の３に定めるもののうち、柱及びは

りが主として木造のものをいう。ただし、同号ロに定めるも

ののうち柱及びはりの一部が木造のものを除く。 

 ４ 準耐火建築物（非木造）・建築基準法第２条第９号の３に定めるもののうち、上記３以

外のものをいう。 

 ５ 耐火建築物   ・・・建築基準法第２条第９号の２に定めるものをいう。 

 ６ その他     ・・・上記１から５に掲げる建築物以外のものをいう。 

 

「（９）消防用設備等」から「（１５）違反処理等の状況」の記入欄については次の区分に

より記入願います。（前回の調査から変更はありません） 

 

「（９）消防用設備等」 

・「消火器具」 

  ２０・・・設置義務有り違反無し 

  ２１・・・設置義務有り違反有り 

  ２２・・・設置義務有り未設置 

  ３０・・・設置義務有り代替え免除 

  ４０・・・設置義務有り特例適用 

 

 ・「屋内消火栓設備」、「避難器具」、「誘導灯」及び「その他の消防用設備」 

   ０・・・設置義務無し設置無し 

１０・・・設置義務無し設置有り 

２０・・・設置義務有り違反無し 



 

  ２１・・・設置義務有り違反有り 

  ２２・・・設置義務有り未設置 

  ３０・・・設置義務有り代替え免除 

  ４０・・・設置義務有り特例適用 

 

 ・「スプリンクラー設備」、「消防機関へ通報する火災報知設備」及び「排煙設備」 

   ０・・・設置義務無し設置無し 

１０・・・設置義務無し設置有り 

２０・・・設置義務有り違反無し 

  ２１・・・設置義務有り違反有り 

  ２２・・・設置義務有り未設置 

  ３０・・・設置義務有り代替え免除 

  ４０・・・設置義務有り特例適用 

  ５０・・・経過措置中 設置有り 

  ６０・・・経過措置中 設置無し 

  

・「自動火災報知設備」 

２０・・・設置義務有り違反無し 

  ２１・・・設置義務有り違反有り 

  ２２・・・設置義務有り未設置 

  ３０・・・設置義務有り代替え免除 

  ４０・・・設置義務有り特例適用 

  ５０・・・経過措置中 設置有り 

  ６０・・・経過措置中 設置有り（措置有り） 

  ７０・・・経過措置中 設置有り（措置無し） 

  ８０・・・経過措置中 設置無し 

 

 ・「非常警報設備」 

   ０・・・設置義務無し設置無し 

１０・・・設置義務無し設置有り 

２０・・・設置義務有り違反無し 

  ２１・・・設置義務有り違反有り 

  ２２・・・設置義務有り未設置 

  ３０・・・設置義務有り代替え免除 

  ４０・・・設置義務有り特例適用 

  ５０・・・経過措置中 措置有り 

  ６０・・・経過措置中 措置無し 

 

「（１０）防火管理等」 

・「防火管理者」 

  １・・・選任 

  ２・・・未選任 

  ３・・・義務無し 

 



 

・「消防計画」 

  １・・・届出済 

  ２・・・未届 

  ３・・・義務無し 

 

・「消防訓練」 

  １・・・実施 

  ２・・・未実施 

  ３・・・義務無し 

 

・「防炎規制」 

  １・・・義務有り違反無し 

  ２・・・義務有り違反有り 

  ３・・・義務無し 

 

「（１１）消防用設備等点検報告」及び「（１２）防火対象物定期点検報告」 

  １・・・報告済 

  ２・・・未報告 

   ３・・・義務無し（防火対象物定期点検報告のみ） 

  

「（１３）使用開始届け」 

  １・・・届出済 

  ２・・・未届 

 

「（１４）その他の消防法令違反」 

  １・・・違反無し 

  ２・・・違反有り 

 

「（１５）違反処理等の状況」 

  １・・・行政指導 

  ２・・・警告 

  ３・・・命令 

  ４・・・特に対応なし 
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